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二
〇
一
二
年
春
闘
は
内
外
の
情
勢
が
不
透

明
さ
の
度
を
増
す
中
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。

労
働
側
は
ほ
ぼ
前
年
を
踏
襲
し
た
要
求
を
組

み
立
て
、
三
月
一
四
日
の
集
中
回
答
日
に
向

け
、
交
渉
が
本
格
化
し
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ

ル
セ
ン
タ
ー
や
金
属
労
協（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｊ
Ｃ
）

と
い
っ
た
共
闘
組
織
の
方
針
を
踏
ま
え
た
主

要
産
別
の
要
求
動
向
を
み
る
。

賃
上
げ
は
カ
ー
ブ
維
持
が
大
半
、 

「
賃
金
改
善
」
が
主
流
に

　

連
合
お
よ
び
電
機
、
自
動
車
な
ど
の
産
別

が
加
盟
す
る
金
属
労
協
の
闘
争
方
針
を
み
る

と
、
賃
上
げ
要
求
に
つ
い
て
は
、
賃
金
構
造

維
持
、
賃
金
カ
ー
ブ
相
当
分
の
確
保
が
前
提

な
の
で
、
統
一
ベ
ア
要
求
を
掲
げ
る
産
別
は

少
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
、
私
鉄
総
連
（
一

一
万
人
）
は
一
人
平
均
二
・
〇
％
（
定
昇
相

当
分
）
プ
ラ
ス
二
五
〇
〇
円
（
ベ
ア
分
）
を

要
求
す
る
。
こ
の
根
拠
と
し
て
、「
東
日
本
大

震
災
後
、
被
災
地
の
交
通
機
関
の
復
旧
な
ど

に
努
力
し
て
い
た
労
働
者
に
対
し
、
経
営
側

は
応
え
る
責
務
が
あ
る
」
と
す
る
。
復
旧
に

当
た
っ
た
労
働
者
の
頑
張
り
に
報
い
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
が
今

年
の
特
徴
だ
。
Ｊ
Ｒ
連
合
も
統
一
ベ
ア
要
求

（
一
〇
〇
〇
円
）
を
盛
り
込
み
、
Ｊ
Ｒ
総
連

も
基
本
賃
金
の
改
善
に
向
け
て
ベ
ア
要
求

（
二
〇
〇
〇
円
）
す
る
。

　

こ
こ
数
年
の
動
向
と
し
て
、
産
別
で
は
規

模
・
産
業
間
ま
た
産
業
内
の
格
差
是
正
の
た

め
に
、
構
成
組
織
に
対
し
て
賃
金
改
善
を
要

求
す
る
よ
う
指
導
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い

る
。
先
行
す
る
大
手
企
業
の
水
準
を
到
達
目

標
に
し
て
、
そ
こ
に
届
い
て
い
な
い
組
合
が

改
善
要
求
す
る
形
だ
。

　

金
属
労
協
の
二
〇
一
一
闘
争
の
集
計
に
よ

る
と
、
約
一
二
〇
〇
の
構
成
組
織
の
う
ち
、

主
に
中
堅
・
中
小
の
九
九
九
組
合
が
賃
金
改

善
を
要
求
し
、
三
三
三
組
合
が
改
善
分
を
獲

得
し
た
と
い
う
。
こ
の
賃
金
の
底
上
げ
・
底

支
え
に
よ
る
格
差
是
正
の
取
り
組
み
は
、
震

災
下
の
二
〇
一
一
春
闘
で
も
着
実
に
す
そ
野

を
広
げ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

各
産
別
の
具
体
的
な
要
求
内
容
を
み
る
。

　

ま
ず
、
民
間
最
大
の
産
別
で
あ
る
Ｕ
Ｉ
ゼ

ン
セ
ン
同
盟
（
一
〇
七
万
人
）
は
二
〇
一
〇

年
か
ら
、
要
求
額
・
率
を
設
定
す
る
の
で
は

な
く
、
あ
る
べ
き
賃
金
水
準
を
重
視
す
る
方

針
に
舵
を
切
っ
た
。
本
部
が
基
調
と
な
る
要

求
基
準
を
示
し
た
う
え
で
、
繊
維
関
連
、
化

学
、
流
通
、
フ
ー
ド
・
サ
ー
ビ
ス
、
生
活
・

総
合
産
業
、
地
方
の
六
部
会
（
業
種
）
別
に

具
体
的
な
基
準
を
設
定
し
て
い
る
。

　

今
年
本
部
が
示
し
た
要
求
基
準
は
、「
格
差

是
正
を
中
心
に
労
働
者
へ
の
分
配
と
し
て

一
％
程
度
の
賃
上
げ
」
を
め
ざ
し
、「
高
卒
三

五
歳
・
勤
続
一
七
年
の
基
本
賃
金
で
二
六
万

円
、
大
卒
三
〇
歳
・
勤
続
八
年
で
二
五
・
五

万
円
」
の
到
達
水
準
を
設
定
。
こ
れ
を
下
回

る
組
合
は
、
賃
金
制
度
が
あ
る
場
合
は
「
賃

金
体
系
維
持
分
を
確
保
し
た
上
で
、
格
差
是

正
分
と
し
て
一
人
平
均
一
％
基
準
・
少
な
く

と
も
一
五
〇
〇
円
以
上
」
と
の
方
針
を
掲
げ

た
。

　

複
数
年
の
協
定
を
結
ぶ
た
め
賃
金
交
渉
は

隔
年
と
な
っ
て
い
る
鉄
鋼
、
造
船
重
機
、
非

鉄
で
構
成
す
る
基
幹
労
連
（
二
五
万
人
）
は
、

「
賃
金
改
善
を
要
求
す
る
」
こ
と
を
基
本
に

し
つ
つ
、
統
一
的
な
金
額
は
設
定
せ
ず
に
三

〇
〇
〇
円
を
目
安
に
部
会
ご
と
に
検
討
す
る

が
、
造
船
・
重
機
関
係
の
総
合
重
工
組
合
は
、

二
年
単
位
で
三
〇
〇
〇
円
の
賃
金
改
善
を
要

求
す
る
。
機
械
・
金
属
関
係
の
中
小
が
多
い

Ｊ
Ａ
Ｍ
（
三
八
万
人
）
は
、
去
年
か
ら
五
年

計
画
で
毎
年
一
五
〇
〇
円
分
の
賃
金
改
善
要

求
を
盛
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
決
め
て
お
り
、

そ
の
二
年
目
の
取
り
組
み
に
な
る
。

　

食
品
関
係
の
フ
ー
ド
連
合
（
一
〇
万
人
）

は
三
〇
歳
で
基
本
賃
金
二
六
万
九
〇
〇
〇
円
、

三
五
歳
で
三
一
万
七
〇
〇
〇
円
を
到
達
目
標

水
準
に
、
そ
れ
に
達
し
て
い
な
い
組
合
は
七

〇
〇
〇
円
、
賃
金
改
善
分
で
は
二
〇
〇
〇
円

基
準
の
要
求
を
設
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
製
紙
業
関
係
の
紙
パ
連
合（
三
万
人
）

は
、
こ
れ
ま
で
上
げ
幅
重
視
の
平
均
要
求
方

式
だ
っ
た
も
の
を
今
年
か
ら
個
別
賃
金
方
式

に
転
換
。
標
準
労
働
者
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
三

〇
歳
で
二
五
万
三
八
〇
〇
円
、
三
五
歳
で
二

九
万
一
八
〇
〇
円
を
初
め
て
設
定
し
た
。

ば
ら
つ
き
目
立
つ
賞
与
・
一
時
金
要
求

　

春
の
交
渉
時
に
年
間
の
賞
与
・
一
時
金
を

決
め
る
労
使
が
増
加
す
る
な
か
、
前
年
の
企

業
業
績
を
反
映
す
る
賞
与
・
一
時
金
の
要
求

を
見
る
と
、
や
や
ば
ら
つ
き
が
目
立
つ
。

　

自
動
車
総
連
（
七
六
万
人
）
の
方
針
は
年

間
五
カ
月
を
基
準
と
し
て
、
最
低
で
も
昨
年

の
獲
得
実
績
以
上
。
西
原
浩
一
郎
会
長
は
一

月
上
旬
に
開
い
た
中
央
委
員
会
で
、「
震
災
以

降
の
復
旧
や
生
産
変
動
、
夏
期
の
電
力
需
給

に
対
応
し
た
組
合
員
の
苦
労
と
協
力
に
報
い

る
た
め
に
も
経
営
は
最
大
限
の
誠
意
を
も
っ

て
わ
れ
わ
れ
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
を
求
め

る
」
と
強
調
し
た
。　

　

震
災
後
の
生
産
現
場
の
復
旧
、
震
災
や
タ

イ
の
洪
水
に
よ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸

断
、
さ
ら
に
は
夏
の
節
電
対
策
な
ど
、
次
々

に
非
常
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
現
場
に
お
け
る

労
働
者
の
頑
張
り
に
対
し
て
、
経
営
側
か
ら

目
に
見
え
る
評
価
と
具
体
的
な
回
答
を
求
め

る
姿
勢
は
、
今
季
交
渉
の
一
つ
の
特
徴
と
い

え
よ
う
。

　

電
機
連
合
（
六
四
万
人
）
は
賃
金
の
一
部

と
し
て
の
安
定
的
確
保
要
素
と
企
業
業
績
に

よ
る
成
果
配
分
要
素
を
総
合
的
に
勘
案
し
て

平
均
で
年
間
五
カ
月
分
を
中
心
に
求
め
る
。

電
機
大
手
で
は
業
績
連
動
型
の
賃
金
決
定
方

式
を
採
っ
て
い
る
所
が
多
く
、
業
績
の
悪
化

し
て
い
る
家
電
メ
ー
カ
ー
が
多
い
な
か
、
回

答
は
バ
ラ
ツ
キ
が
大
き
く
な
る
も
の
と
み
ら

れ
る
。

　

旅
行
代
理
店
や
ホ
テ
ル
が
加
盟
す
る
サ
ー

ビ
ス
連
合
（
四
万
人
）
は
各
社
と
も
業
績
が

厳
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
年
間
四
カ
月
確

保
を
前
提
に
し
て
お
り
、
デ
パ
ー
ト
、
ス
ー

パ
ー
を
組
織
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
・
流
通
連

合
（
二
三
万
人
）
は
「
組
合
員
一
人
平
均
三

ト
ピ
ッ
ク
ス

２
０
１
２
春
闘

3

産
別
組
織
の
闘
争
方
針
の
特
徴
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カ
月
以
上
」
を
目
標
に
す
る
な
ど
、
賞
与
・

一
時
金
に
つ
い
て
は
、
要
求
段
階
か
ら
各
産

別
間
で
バ
ラ
つ
き
が
目
立
つ
。

非
正
規
の
処
遇
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み

　

連
合
の
闘
争
方
針
を
決
め
た
昨
年
一
二
月

初
め
の
中
央
委
員
会
で
、
古
賀
会
長
は
二
〇

一
二
春
季
生
活
闘
争
に
つ
い
て
、「『
す
べ
て

の
働
く
者
の
処
遇
改
善
』
を
掲
げ
て
三
年
目

と
な
る
。
働
く
現
場
の
隅
々
に
波
及
す
る
成

果
を
獲
得
し
て
労
働
運
動
の
社
会
的
役
割
の

発
揮
を
」
と
呼
び
か
け
た
。
こ
こ
数
年
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
及
び
産
別
の
春
闘
方
針

の
最
大
の
力
点
は
、
労
働
条
件
の
底
上
げ
・

格
差
是
正
に
移
っ
て
き
て
い
る
。
連
合
の
二

〇
一
二
闘
争
に
お
け
る
非
正
規
労
働
者
の
対

応
方
針
で
は
、
昨
年
新
設
し
た
「
非
正
規
共

闘
」
を
強
化
し
、
パ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
派

遣
な
ど
間
接
労
働
者
も
含
む
総
合
的
な
労
働

条
件
の
改
善
を
め
ざ
す
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
は
、
非

正
規
労
働
者
の
正
規
化
の
促
進
を
は
じ
め
、

昇
給
ル
ー
ル
の
明
文
化
や
一
時
金
の
支
給
、

福
利
厚
生
全
般
な
ど
を
含
め
た
正
社
員
と
の

格
差
是
正
を
求
め
る
。

　

組
合
員
の
四
八
％
（
五
三
万
人
）
を
パ
ー

ト
な
ど
の
「
短
時
間
組
合
員
」
が
占
め
る
Ｕ

Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
の
要
求
基
準
は
、
連
合
の

方
針
を
踏
ま
え
、
①
タ
イ
プ
Ａ
（
正
社
員
と

職
務
も
人
材
活
用
の
仕
組
み
・
運
用
も
同
じ
）

は
「
賃
金
体
系
維
持
分
の
三
〇
円
程
度
に
加

え
格
差
是
正
分
で
一
％
基
準
・
一
〇
円
程
度
」

②
タ
イ
プ
Ｂ
（
正
社
員
と
職
務
は
同
じ
だ
が

人
材
活
用
の
仕
組
み
・
運
用
が
違
う
）
は
「
制

度
昇
給
が
あ
る
場
合
は
制
度
昇
給
＋
賃
金
改

善
分
一
％
程
度
」
③
タ
イ
プ
Ｃ
（
正
社
員
と

は
職
務
も
人
材
活
用
の
仕
組
み
・
運
用
も
違

う
）
は
「
二
〇
円
を
目
安
、
制
度
昇
給
が
あ

る
場
合
は
制
度
昇
給
＋
賃
金
改
善
分
一
％
程

度
」
―
―
と
し
た
。

　

同
じ
く
、
組
合
員
の
約
四
四
％
（
一
〇
万

人
）
を
パ
ー
ト
・
契
約
社
員
が
占
め
る
サ
ー

ビ
ス
・
流
通
連
合
も
、
①
職
務
・
人
材
活
用

と
も
（
一
定
期
間
）
同
じ
パ
ー
ト
は
制
度
維

持
分
を
含
め
て
三
・
〇
％
以
上
も
し
く
は
三

〇
円
以
上
②
職
務
は
同
じ
だ
が
人
材
活
用
が

異
な
る
パ
ー
ト
は
二
・
〇
％
以
上
も
し
く
は

二
〇
円
以
上
③
職
務
も
人
材
活
用
も
異
な
る

パ
ー
ト
は
二
・
〇
％
以
上
も
し
く
は
二
〇
円

以
上
④
フ
ル
タ
イ
ム
契
約
社
員
（
勤
続
五
年

ま
で
）
は
二
・
一
％
以
上
―
―
な
ど
の
要
求

基
準
を
設
け
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
最
近
の
傾
向
は
、「
企
業
内
最
低

賃
金
協
定
の
締
結
」
を
産
別
が
進
め
て
い
る

こ
と
だ
。
と
く
に
金
属
労
協
が
力
を
入
れ
て

お
り
、
今
年
の
闘
争
方
針
で
は
、
高
卒
初
任

給
に
準
拠
す
る
水
準
で
一
五
万
四
〇
〇
〇
円

も
し
く
は
一
〇
〇
〇
円
以
上
の
引
き
上
げ
を

盛
り
込
ん
だ
。
こ
れ
を
受
け
、
電
機
連
合
は

今
年
、
一
八
歳
見
合
い
で
一
〇
〇
〇
円
引
き

上
げ
一
五
万
五
〇
〇
〇
円
に
改
善
す
る
統
一

要
求
を
掲
げ
た
。

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
重
視

　

労
働
側
の
要
求
を
み
る
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
年
間

総
実
労
働
時
間
の
短
縮
を
第
一
義
と
し
た
、

労
働
時
間
関
連
の
要
求
が
目
立
つ
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
経
団
連
が
発
表
し
た
今
年
の

「
経
営
労
働
政
策
委
員
会
報
告
（
経
労
委
報

告
）」
で
、「
労
働
組
合
側
は
、
時
間
外
割
増

率
の
引
き
上
げ
や
、
要
員
増
と
い
っ
た
点
に

軸
足
を
置
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
多
い
」
と

苦
言
を
呈
し
て
い
る
が
、
今
年
の
要
求
を
見

る
と
変
化
の
芽
も
出
て
き
て
い
る
。

　

基
幹
労
連
は
、
去
年
の
大
会
で
向
こ
う
一

〇
年
間
を
展
望
し
た
「
産
業
・
労
働
政
策
中

期
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
中
で
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
推
進
を
大
き
な
柱
に
置
い
た
。

こ
の
う
ち
今
春
闘
で
は
、
具
体
的
な
目
標
と

し
て
「
年
休
取
得
向
上
へ
失
効
年
休
ゼ
ロ
運

動
」
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。

　

電
機
連
合
で
は
新
し
い
取
り
組
み
が
あ
る
。

今
年
の
「
統
一
目
標
基
準
」
に
は
、
従
来
、

育
児
短
時
間
勤
務
制
度
は
小
学
校
の
就
学
前

ま
で
、
介
護
短
時
間
勤
務
は
一
年
間
だ
っ
た

も
の
を
、
育
児
は
小
学
校
三
年
生
の
三
月
末

ま
で
、
介
護
に
つ
い
て
も
三
年
間
ま
で
期
間

延
長
す
る
要
求
を
盛
り
込
ん
だ
。
さ
ら
に
、

新
た
な
要
求
と
し
て
は
育
児
・
介
護
の
た
め

の
再
雇
用
制
度
の
導
入
・
整
備
だ
。
最
近
は

育
児
だ
け
で
な
く
、
介
護
の
理
由
で
離
職
す

る
人
も
多
い
こ
と
等
が
要
求
の
背
景
に
あ
る
。

　

ま
た
、
連
合
の
闘
争
方
針
に
あ
る
、「
イ
ン

タ
ー
バ
ル
規
制
」（
終
業
と
始
業
の
間
の
睡
眠
、

食
事
な
ど
の
生
活
時
間
を
確
保
）
の
設
定
、

お
よ
び
、
従
業
員
一
〇
〇
人
以
下
で
三
歳
未

満
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
対
す
る
短
時

間
勤
務
等
の
措
置
や
所
定
外
労
働
の
免
除
制

度
等
が
義
務
化
（
七
月
一
日
か
ら
）
さ
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
要
求
を
組
み
立
て
る
よ

う
促
す
産
別
も
目
立
つ
。

高
齢
者
雇
用
へ
の
対
応

　

二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
報
酬
比
例
部
分
の

厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
が
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
を
受
け
、
厚
労
省
で
は
希
望
者
全

員
を
六
五
歳
ま
で
雇
用
す
る
よ
う
義
務
づ
け

る
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
（
高
齢
法
）
の
改

正
案
を
通
常
国
会
に
提
出
す
る
予
定
だ
。
こ

れ
に
先
立
ち
、
連
合
の
二
〇
一
二
闘
争
方
針

で
は
「
希
望
者
全
員
を
対
象
と
し
た
六
五
歳

ま
で
の
継
続
雇
用
と
す
る
労
働
協
約
の
締
結

を
は
か
る
」
と
し
て
い
る
。

　

産
別
の
方
針
も
こ
れ
に
準
じ
て
い
る
が
、

二
年
前
の
交
渉
か
ら
他
の
産
別
に
先
駆
け
て

取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
る
基
幹
労
連
は

「
希
望
者
全
員
の
年
金
支
給
開
始
年
齢
ま
で

の
雇
用
の
場
の
確
保
」
を
前
提
に
、
生
計
費

の
確
保
と
働
き
方
に
見
合
う
処
遇
の
両
立
を

重
視
。
処
遇
面
で
は
一
般
的
な
生
活
水
準
維

持
の
た
め
の
生
計
費
と
し
て
月
額
二
八
万
円

程
度
（
税
金
・
社
会
保
障
除
く
）
が
必
要
だ

と
し
、
こ
の
水
準
確
保
を
ハ
ー
ド
ル
に
設
定

し
た
。

　

Ｊ
Ａ
Ｍ
も
希
望
者
全
員
の
六
五
歳
ま
で
の

雇
用
を
確
保
す
る
こ
と
と
、
無
年
金
状
態
へ

の
移
行
に
先
行
し
て
、
在
職
老
齢
年
金
見
合

い
分
の
賃
金
増
額
を
求
め
る
と
し
、
処
遇
水

準
を
①
年
収
ベ
ー
ス
月
額
二
八
万
円
②
月
例

賃
金
二
二
万
円
③
月
例
ベ
ー
ス
五
五
～
五
九

歳
平
均
賃
金
の
六
〇
％
―
―
の
何
れ
か
を
当

面
追
求
す
る
。
フ
ー
ド
連
合
も
月
例
賃
金
の

め
ざ
す
水
準
を
二
八
万
円
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
は
満
額
支
給

が
六
五
歳
と
な
る
二
〇
二
五
年
ま
で
に
「
定

年
を
満
六
五
歳
と
す
る
制
度
を
導
入
」
す
る

か
、「
定
年
制
度
を
廃
止
」
で
き
る
よ
う
、
今

春
か
ら
取
り
組
む
方
針
を
決
め
た
。
定
年
延

長
に
当
た
っ
て
は
「
年
金
の
受
給
開
始
年
齢

に
合
わ
せ
て
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
」
こ
と

も
認
め
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、「
六

〇
歳
以
前
と
は
違
う
働
き
方
を
希
望
す
る
労

働
者
の
た
め
、
一
旦
退
職
し
再
雇
用
契
約
を

結
ぶ
継
続
雇
用
制
度
の
併
用
も
当
面
認
め

る
」
な
ど
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
賃
金
・
一
時
金
以
外
の
交

渉
で
、今
季
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
、
非
正
規
雇
用
、

高
齢
者
の
継
続
雇
用
を
め
ぐ
る
課
題
に
な
る

だ
ろ
う
。

（
調
査
・
解
析
部
）




